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第１１次綾部市高齢者保健福祉計画策定支援業務基本仕様書 

 

１ 委託業務名 

第１１次綾部市高齢者保健福祉計画策定支援業務 

 

２ 業務の目的 

老人福祉法第２０条の８及び介護保険法第１１７条第１項に基づき策定する、第１１

次綾部市高齢者保健福祉計画（以下「第１１次計画」という。）に係る高齢者実態調査を

行うとともに、第１０次綾部市高齢者保健福祉計画（以下、「第１０次計画」という。）の

進捗状況の把握と現状分析等を行い、令和２２年を見据えた地域包括ケアシステム構築

に向け、第１１次計画を策定する。 

なお、計画策定にあたっては、介護保険法等の関係法令並びに国及び京都府の定める基

本指針等の内容を整理し、本市の上位計画となる「綾部市第６次総合計画」「第 5次綾部

市地域福祉計画」との整合を図り、他の部門と関連する計画等の基本方針や重点取組等を

把握し、施策の方向性について整合を図ること。 

 

３ 業務委託期間 

契約締結日から令和９年３月３１日まで 

 

４ 委託業務内容 

主な委託業務は次のとおりとする。ただし、この他必要と認められる事項については発

注者及び受注者との協議によるものとする。 

委託期間共通業務 

（１）情報収集及び情報提供 

国及び府の高齢者保健福祉制度や介護保険制度をめぐる制度改正の動向把握と課題に

ついての情報収集及び情報提供を行う。 

必要に応じ先進事例の情報収集及び情報提供を行う。 

先進事例については、高齢者施策を検討する際の資料とするため、全国都市の特色ある

施策の事例提供を行う。事例提供内容は類似団体等の比較検討を実施するため、当該団体

の面積、人口、担当部局名、目的・特色などの先進事例を少なくとも 50件以上提供する

こと。 

なお、情報収集にあたっては、自治体ホームページや福祉関連書籍からの 2次的情報で

はなく、受注者において収集した情報を事例として掲載し取りまとめたうえで、冊子とし

て納品すること。 



 

令和 7年度業務 

（１）第１１次計画に係る高齢者実態調査の実施 

調査方法、調査対象者の選定、調査項目、調査票のレイアウト等については、第１０次

計画の際、実施した実態調査及び本仕様書を基本とするが、より適正、効果的な実施のた

め、受注者は発注者に対し提案及び助言を行い、協議により決定するものとする。 

・「認定者・高齢者一般アンケート」 

厚生労働省が示す介護予防・日常生活圏域ニーズ調査＋綾部市独自調査 

・「在宅介護者アンケート」 

厚生労働省が示す在宅介護実態調査＋綾部市独自調査 

※なお、綾部市独自調査は、介護保険制度及び市の高齢者保健福祉施策への意向調査な

ど市が必要とする項目（自由記載項目含む）を一体的に実施する。 

① 高齢者実態調査の企画と調査票の作成 

（ⅰ）調査方法等 

市内３圏域別に無作為抽出した対象者に調査票を郵送、回答は返信用封筒にて

回収する。（無記名で実施） 

（ⅱ）調査対象者及び標本数 

市内に居住する者合計約２,５００人程度に送付（内訳は協議により決定） 

「認定者・高齢者一般アンケート」 

→介護保険要支援認定者、事業対象者及び 65歳以上の非認定者 

「在宅介護者アンケート」 

→介護保険要介護認定者 

※参考 令和７年３月末時点 

 高齢者人口：１１，７４２人 要介護認定者数：２，０２０人  

要支援者認定者数：５５５人 事業対象者数：２７８人 

（ⅲ）調査票等の作成・封入封緘 

調査票は各調査別に作成するとともに、送付用封筒及び返信用封筒を作成し、調 

査票及び返信用封筒を送付用封筒に封入封緘し発注者に提供する。 

また、各調査別の調査票を電子データにより発注者に提供する。 

② 調査票の送付・回収【市が実施のため委託対象外】 

③ 調査結果の集計・分析 

（ⅰ）調査票の点検、整理、データ入力、結果集計・分析（単純集計、クロス集計） 

※参考 前回調査回収率 

「認定者・高齢者一般アンケート」 ６８．７％ 

「在宅介護者アンケート」 ５５．６％ 

（ⅱ）厚生労働省が示す地域包括ケア「見える化」システム登録のためのデータ抽出及



びデータ登録 

（ⅲ）地域包括ケア「見える化」システム等を活用した分析、他市比較とそれによる課

題抽出 

（ⅳ）本市の第１０次計画までの高齢者実態調査報告書の内容を踏まえた上で、第１１

次計画策定に向けての課題の抽出 

（ⅴ）第１０次計画に係る高齢者実態調査結果との比較・考察 

  ④調査日程 

  （ⅰ）契約後直ちに  調査項目・レイアウト協議 

  （ⅱ）１月中旬    ・各調査票原稿作成 

             ・対象者抽出（市） 

             ・各調査票及び送付用封筒、返信用封筒の作成・封入封緘 

              （２月初旬に市へ納品） 

  （ⅲ）２月１０日頃  調査票発送（市） 

  （ⅳ）２月末     回答期限（市） 

 

令和８年度業務 

（１）第１１次計画の策定 

① 第１０次計画の検証 

（ⅰ）総論第２章「高齢者等の現状と課題」に係る現状分析と課題の整理 

（ⅱ）計画編第１章「施策の展開」に係る高齢者保健福祉事業の現状分析と課題の整理 

（ⅲ）計画編第２章「サービスの見込みと保険料」に係る介護保険事業の現状分析と課

題の整理 

（ⅳ）日常生活圏域に係る課題の整理と分析 

② 地域包括ケアシステム構築に向けた検証・助言 

令和２２年を見据えた地域包括ケアシステム構築についての検証・助言を行う。 

③ 介護保険事業数値の分析 

（ⅰ）第１０次計画の介護保険給付費実績、要介護認定者数等の分析及び全国、府内に

おける市町村比較や数値、要因の分析又は改善策の提案 

（ⅱ）地域包括ケア「見える化」システムを活用した給付分析に加え、認定結果の重度

化動向の分析、生活援助の利用者数・回数・単位数の動向分析 

④ 人口等の推計（日常生活圏域単位含む） 

地域包括ケア「見える化」システムを活用した総人口、高齢者人口、被保険者数及

び認定者数等の推計を行う。 

⑤ 介護サービス利用者等及び介護サービス必要量の推計 

国及び京都府の定める基本指針等を踏まえ、人口推計、介護サービス利用者等の推

計、給付実績、本市が実施した高齢者実態調査の結果等に基づき、介護サービス必要



量の推計を行う。あわせて、地域密着型サービス事業所の必要整備数や高齢者向け住

まいの必要数についての推計を行う。 

⑥ 地域支援事業に係る推計 

介護予防・日常生活支援総合事業や一般介護予防事業、その他地域支援事業の現状

分析を行うとともに、地域支援事業の対象者や地域支援事業費の推計を行う。 

⑦ 地域包括ケア「見える化」システムを活用した保険料額の推計 

各種推計等を活用し、また国及び京都府の定める基本指針に基づき第１号被保険

者の保険料額を推計する。 

⑧ 高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業実績、ＫＤＢデータの活用 

第１１次計画案の検討に当たっては、本市における高齢者の保健事業と介護予防

の一体的な実施事業の実施状況等の情報を把握し、あわせてＫＤＢ（国保データベー

スシステム）分析データを活用する。 

⑨ 第１１次計画案の策定 

現状分析結果、綾部市高齢者対策推進協議会における意見及びパブリックコメン

ト等を踏まえ、発注者と協議を重ね、第１１次計画案を策定する。 

⑩ パブリックコメント支援 

ホームページ掲載原稿の作成及び寄せられた意見の整理、集約等、必要な支援を行

う。 

⑪ 会議開催等支援 

計画策定に係る綾部市高齢者対策推進協議会における資料作成並びに会議への出

席（４回程度）及び議事録の作成等、会議開催に係る業務の支援を行う。 

⑫ 法改正に伴う例規整備への支援 

介護保険条例や基準条例※等の改正に備え、介護関連例規の情報提供を行うとと

ともに、必要に応じ適正な改正案等の提示を行う。 

※綾部市の基準条例等  

「綾部市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」 

「綾部市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予

防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」 

「綾部市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例」 

「綾部市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」 

 

５ 成果品 

（１）令和７年度業務成果品 

① 高齢者実態調査の調査結果報告書 

電子データ一式 



② 高齢者実態調査の集計、分析データ 

 電子データ一式 

（２）令和８年度業務成果品 

① 計画書 

５００部（Ａ４判印刷製本、１色刷り、１００ページ程度、表紙レザック） 

電子データ一式 

② 計画書概要版 

４００部（Ａ４判印刷製本、カラー刷り、８ページ程度）  

電子データ一式 

③ 計画書及び概要版に記載されている数値の根拠となる基礎データ等、本業務に係

わるデータ 

電子データ一式 

④ 例規整備に係る改正案 

原稿電子データ一式（ワード形式） 

   ⑤ 先進事例冊子 

    ５部（Ａ４判印刷製本、１色刷り、３０ページ程度、簡易製本） 

    電子データ一式 

 

６ その他留意事項 

（１）本業務の履行に当たっては、発注者と綿密な協議及び連絡を行い進めること。 

（２）本業務の履行に当たっては、業務に精通した経験者を業務責任者とすること。また、

計画的な事務の遂行のため、業務着手前に工程表を作成し、発注者の確認を受けるこ 

と。 

（３）受注者は、個人情報の保護に関する法令及び別記「個人情報取扱特記事項」を遵守し、

業務上知り得た個人情報等やその他の秘密を他人に漏らしてはならない。また、業務終

了後又は契約解除後も同様とする。 

（４）本仕様書に記載している業務の全部又は一部を発注者の許可なく、第三者に委託して

はならない。 

（５）本業務の履行にあたり必要となる資料等については、その都度発注者から提供する。

受注者は、提供された資料について十分な注意を払って保管し、本業務以外の目的に使

用してはならない。また、提供を受けた資料等は、契約期間終了後すべて返却する。 

（６）受注者から引渡しを受けた成果品に関する権利は一切発注者に帰属するものとする。 

（７）業務完了後、受注者の責めに帰すべき理由による成果品等不良箇所が発見された場合

は、受注者は速やかに発注者が必要と認める訂正、補正、その他必要な措置を行うもの

とし、これに対する経費は受注者の負担とする。 

（８）本仕様書に記載のない事項又は疑義が生じた場合は、別途協議するものとする。 


